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第7-4表 労災被災者数・労働損失日数 （続き）
Table 7-4: Number of workers injured due to occupational accidents and days lost (cont. )

2005年 2010 2015 2017 2018 2019 2020

労働損失日数 Number of days lost by cases of occupational injury 

千日 thousand days 

イギリス 4) 6,411 4,503 4,493 3,927 4,706 6,316 － UK

フランス 6) 33,252 11,180 14,228 14,933 15,279 15,587 － FRA

イタリア 7) 13,109 7,247 4,388 4,495 5,144 5,167 － ITA

－ンデーェウス 363 399 423 423 502 －
香港 408 333 314 － － － － HKG

シンガポール 51 533 685 545 531 545 417 SGP

－－－アシーレマ 3,580 1,474 － － MYS

フィリピン 8) － － 113 115 － － － PHL

ニュージーランド 10) 1,935 1,385 1,821 － － － － NZL

出典： 日本：厚生労働省「労働災害発生状況」各年版
中国：国家統計局(NBS)（2019.2）「中国労働統計年鑑2019」
その他：ILOSTAT (https://ilostat.ilo.org/data/) 2022年2月現在、各国政府資料

注 1) 負傷者数は4日以上の休業を伴うもの。
2) 2005年は民間企業のみ。2010年より民間企業及び政府機関の合計。11人未満の農場を除く。
3) 負傷者数の欄は、傷病者が対象。
4)
5)
6) 2010年以降は1日以上の休業を伴うもの。
7) 2005年は4日以上の休業を伴うもの。
8) 20人以上の事業所が対象。民間企業を対象とし、1日以上の休業を伴うもの。
9) 年度の数値。2005年は6日以上、2010年以降は1週間以上の休業を伴うもの。

10)

2005年の負傷者数は4日以上, 2012年以降は2日以上の休業を伴うもの。2005年の死亡者数は、災後1か月以内の死亡者数。

2010年の負傷者数は4日以上、死亡者数は被災後1年以内に死亡したもの。

4月から翌年3月までの年度の数値。負傷者数は雇用者と自営業者。死亡者数は雇用者が対象。3日以上の休業を伴うもの。
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第7-5表 労働災害の度数率
Table 7-5: Incidence rates of occupational accidents

2005年 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020

事業所規模別（常用雇用者数） by establishment size (employees) 

日本 1) JPN

調査産業計 2) Total industries surveyed 

 100人以上 1.95 1.61 1.61 1.63 1.66 1.83 1.80 1.95 100+

  30 - 99人 3.34 2.57 2.90 2.91 3.20 3.62 3.35 3.14 30 - 99

総合工事業 3) Contractors 

 100人以上 0.97 1.56 0.92 0.64 0.81 1.09 1.69 1.30 100+

アメリカ 4) USA

産業計 5) Total private industries surveyed 

 1人以上計 4.6 3.5 3.0 2.9 2.8 2.8 2.8 2.7 Total (1+)

1,000人以上 5.2 4.0 3.3 3.3 3.2 3.0 2.9 3.3 1,000+

250- 999人 5.2 3.8 3.3 3.2 3.1 3.1 3.0 3.0 250 - 999

50- 249人 5.8 4.4 3.7 3.6 3.5 3.5 3.4 3.5 50 - 249

11- 49人 4.1 3.2 2.8 2.7 2.6 2.5 2.5 2.2 11 - 49

1- 10人 2.0 1.6 1.4 1.4 1.2 1.3 1.2 1.1 1 - 10

出典： 日本：厚生労働省（2021.6）「労働災害動向調査（時系列表）」
アメリカ：労働統計局(BLS)（2021.11）Workplace Injuries and Illness 2021

注：

1)

度数率＝（労働災害による死傷者数／延べ実労働時間数）×1,000,000
2)

3)

4)

度数率＝（負傷者数／延べ労働時間数）×200,000
5) 調査対象は1人以上（ただし、農業生産のみ11人以上）の労働者を雇用している事業所が対象。

「労働災害」とは、労働者が業務遂行中に業務に起因して受けた業務上の災害のことで、業務上の負傷, 業務上の疾病及び死亡をい
う。ただし、業務上の疾病であっても、遅発性のもの、 食中毒及び伝染病は除く。なお、通勤災害による負傷、病及び死亡は除く。

日本の「度数率」は、100万延べ実労働時間当たりの労働災害による死傷者数で、災害発生の頻度を表す。本表においては、休業１
日以上及び身体の一部又は機能を失う労働災害による死傷者数に限定している。

調査産業計は建設業（総合工事業）を除く。2008年より医療・福祉（一部の業種に限る）を含み、複合サービス事業（郵便局に
限る）を除く。また、鉱山保安法の適用を受ける鉱山、国営の事業所を除く。2011年より農業、2018年より漁業を含む。

総合工事業とは、労働者災害補償保険の概算保険料が160万円以上又は工事の請負金額が1億8000万円以上（保険成立年月
日が2015年３月31日以前の工事現場については、税込１億9000万円以上）である工事現場。事業所規模100人以上。

アメリカの「度数率」は、フルタイム労働者100人の年間延労働時間（20万労働時間＝100人×40時間×50週）当たりの傷病者数
（死亡者数は含まない）の比率。
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